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随 意 契 約 理 由 書 

 

１．件 名 令和７年度道路施設基礎情報データベース改良業務 

 

２．履行場所 関東地方整備局 道路部 道路管理課 

 

３．随意契約の相手方 

（名称）一般財団法人 日本みち研究所 

（住所）東京都江東区木場２丁目１５番１２号 

 

４．随意契約適用法令 

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 

 

５．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由 

 本業務は、道路分野の維持管理について、データを活用した更なる効率化・高度

化に資する技術開発を促進するため、国土交通省、地方公共団体及び高速道路会社

等の道路施設（基礎データ）の点検等データを収集し提供できる基盤として整備し

た「全国道路施設点検データベース（基礎）」の機能の追加、改良を行うものであ

る。 

 

 国土交通省道路局が設置した学識経験者等で構成される「道路技術懇談会」での

検討を踏まえ、道路施設毎のデータベースの整備及び管理運営を行う機関（以下「Ｄ

Ｂ管理運営機関」という。）について、「全国道路施設点検データベースの整備・管

理運営機関の公募」を実施した結果、同懇談会において応募要領に照らした審議を

実施した後、令和６年１月１６日に結果が公表されたところである。 

同懇談会での審議の結果、ＤＢ管理運営機関が決定し、「道路施設のデータベー

ス整備及び管理運営業務の担当地方整備局等、担当道路施設分野及びＤＢ管理運営

機関の決定について（通知）」（令和６年１月１６日付け国道国技第１７１号）によ

り、担当する道路施設分野を「基礎データ」、ＤＢ管理運営機関を「一般財団法人 

日本みち研究所」と通知されたものである。 

 

 以上のことから、本業務は、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令

第１０２条の４第３号の規定により、上記相手方と契約を締結するものである。 

 

 

                        令和７年 ３月２１日 

                       （随意契約理由書作成者） 

                   道路部 道路管理課長 松澤 尚利 


